
「自転車の活用推進に向けた有識者会議」規約 

 

平成 29 年８月８日 

平成 30 年 11 月１５日 改正 

 

（名称） 

第１条 この有識者会議は、自転車の活用推進に向けた有識者会議（以下「有識

者会議」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 有識者会議は、自転車活用推進法に定める基本理念及び基本方針に即

した自転車活用推進計画が策定されるよう、自転車活用の推進にかかる

様々な課題について専門的見地から意見を聴取することを目的とする。 

 

（委員） 

第３条 有識者会議の委員は、別紙のとおりとする。 

 

（座長） 

第４条 有識者会議に座長を置く。 

２   座長は、事務局から推薦し、委員による確認により定める。 

３   座長は、有識者会議の議長となり、議事の進行に当たる。 

４   座長に事故があるときは、委員のうちから座長が指名する者が、その 

職務を代理する。 

 

（事務局） 

第５条 有識者会議の事務局は、自転車活用推進本部事務局が行う。 

 

（委員等以外の者の出席） 

第６条 座長が必要と認めるときは、委員等以外の者に対し、有識者会議に出席し

てその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

 

（小委員会の設置） 

第７条 座長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査させることがで

きる。 

２    小委員会に属すべき委員は、座長が指名する。 

資料１ 



（議事の公開） 

第８条 有識者会議及び小委員会は、原則として公開とし、議事概要、議事録は、

会議後ホームページで公開する。ただし、特段の理由があるときは、会議を

非公開とすることができる。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、有識者会議の議事及び運営に関し必要な

事項は、座長が定める。 

 



別 紙

自転車の活用推進に向けた有識者会議 委員

○屋井 鉄雄 東京工業大学副学長・教授

絹代 サイクルライフナビゲーター

楠田 悦子 モビリティジャーナリスト

久野 譜也 筑波大学人間総合科学学術院教授

久保田 尚 埼玉大学大学院理工学研究科教授

高橋 信行 國學院大學法学部教授

内藤 久士 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科研究科長

スポーツ健康医科学研究所所長

長嶋 良 一般財団法人全日本交通安全協会参与

羽原 敬二 神戸大学客員教授

矢ヶ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部教授

安田 敏隆 ブリヂストンサイクル株式会社専務執行役員

（○：座長）

（敬称略）

（座長以外は五十音順）


